
                                          

借入状況等申告書 

公立学校共済組合鹿児島支部長 殿 
 
平成  年  月  日    

 

申 
 
込 
 
人 

所属所名 
           
 

                       (℡) 
職  名 フリガナ  

 
氏  名                            ○印  

 ※ 必ず本人が署名・押印して下さい｡ 
 ※ 印鑑は, 貸付申込書に押印されるものと同じものをご使用ください。 

 
次の内容に相違ありません。 
また, この申告書の内容や他の提出書類に虚偽の記載がある場合, 貸付事故（貸倒れ）が発生
した場合, その他貸付規程に違反した場合, 公立学校共済組合が当該事実を申込人が所属する
所属所の所属所長に通知することに同意します。 

 
＜当共済組合の借入状況＞ ※ 不明な点は支部貸付担当に問い合わせのうえ, 正確に記入してください。     （単位：円） 

貸付種別 区 分 
１回当たりの償還額 

（毎月償還） 

１回当たりの償還額 

（ボーナス償還） 

一般貸付け 新規・借替え・償還中   

特別貸付け 新規・借替え・償還中   

住宅貸付け（介護構造部分除く） 新規・借替え・償還中   

住宅災害貸付け（介護構造部分除く） 新規・借替え・償還中   

介護構造部分に係る貸付け 新規・借替え・償還中   

教育貸付け 新規・借替え・償還中   

災害貸付け 新規・借替え・償還中   

医療貸付け 新規・借替え・償還中   

結婚貸付け 新規・借替え・償還中   

葬祭貸付け 新規・借替え・償還中   

 新規・借替え・償還中   

 新規・借替え・償還中   

 新規・借替え・償還中   

合   計 （Ａ） （Ｂ） 

（注）１ 「区分」欄は, 該当するものを○で囲んでください。 

      今回申込む貸付け → 新規 又は 借替え    現在返済中の貸付け → 償還中 

   ２ 「１回当たりの償還額」欄には, 今回申込む貸付けの区分が「借替え」の場合は, 借替え後の１回当たりの償還額

を記入してください。 

   ３ 住宅災害貸付けのうち元金の償還が猶予されている貸付けに係るものは記入する必要はありません。 

   ４ 育休等による償還猶予中の方は, 猶予されている１回当たりの償還額を記入してください。 

５ 育休等による償還猶予金の倍返しを行っている方については, 倍返しの部分を含めずに記入してください。詳しく

は支部貸付担当までお問い合わせください。

＜当共済組合以外の借入状況＞ ※ 正確に記入してください。               （単位：円） 

借 入 先 借入区分 借入年月日 当初借入金額 償還年額 

 新規借入 年    月    日   

既 借 入 年    月    日   

 新規借入 年    月    日   

既 借 入 年    月    日   

 新規借入 年    月    日   

既 借 入 年    月    日   

 新規借入 年    月    日   

既 借 入 年    月    日   

 新規借入 年    月    日   

既 借 入 年    月    日   

 新規借入 年    月    日   

既 借 入 年    月    日   

 新規借入 年    月    日   

既 借 入 年    月    日   

 新規借入 年    月    日   

既 借 入 年    月    日   

合   計  （Ｃ） 

（注）１ 「借入先」欄には, 借入先の銀行名, 消費者金融名, 団体名等, 金融機関等の名称を記入してください。 

＜金融機関等の例＞ 
銀行, 保険会社, 信販会社, 農林中央金庫, 商工組合中央金庫, 信用金庫, 労働金庫, 労働金庫連合会, 
信用協同組合, 消費者金融, 住宅金融公庫, 都市再生機構, 雇用・能力開発機構, 沖縄振興開発金融公庫
及び地方公共団体による住宅融資等, 都道府県互助会等, 個人, その他借入を受けている一切の団体等 
※クレジットカードの一括払いによる支払は除く。 

   ２ 「新規借入」の「償還年額」欄には, 当共済組合への貸付申込日後に借り入れる予定の借入金に係るもので, 当共

済組合への貸付申込日の属する月の初日から１年間の「借入先」欄に記載する金融機関等へ返済する金額（ボーナス

償還分を含む）を記入してください。（例：４月２０日に当共済組合に貸付けを申し込む場合は, ４月１日～翌年３月

３１日までに返済する金額） 

   ３ 「既借入」の「償還年額」欄には, 当共済組合への貸付申込日以前に借り入れた借入金に係るもので, 当共済組合

への貸付申込日の属する月の初日から１年間の「借入先」欄に記載する金融機関等へ返済する金額（ボーナス償還分

を含む）を記入してください。（例：４月２０日に当共済組合に貸付けを申し込む場合は, ４月１日～翌年３月３１日

までに返済する金額） 

 

＜申込人の給料月額＞ 

（Ｄ）             円 

（注） 貸付申込書に記入した給料月額を記入してください。 

 

＜償還限度額の算出＞ ※ 申込人が記入してください。 

（Ａ）×１２ （Ｂ）×２ （Ｃ） 左の合計 

≦ 

（Ｄ）×４．８ 

（円未満切り捨て） ① ② ③ ①＋②＋③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） この算式どおり（借入金の年間返済総額が給料月額の４．８倍以内）にならない場合, 貸付申込みを

受け付けることはできません。                       

    また，償還の確実性がないと認められる場合(債務整理について弁護士等に相談している場合を含

む。)は貸付申込みを受け付けることはできません。 

H22.２改定〔整理番号 ９１〕 

県事協

２０１３年度

matuda
テキストボックス
貸付申込書と同年月日を記入

koji
タイプライターテキスト
〇〇　　４　　１０

YOSHIMOTO
共済

matuda
楕円

matuda
楕円

matuda
楕円

matuda
楕円

matuda
楕円

matuda
テキストボックス
この場合の貸付け可能な額は，年間の返済総額が２，１１６，５４０円の範囲内で申込みをしなければならない。

MOMIKI
テキストボックス
・高額医療貸付・出産貸付を除く，住宅・住宅災害・介護構　　造部分に係る貸付け・一般・特別・教育・災害・医療・結　　婚・葬祭の貸付申込み時に添付する。※借受人が次の項目に該当した場合は，当該事実を所属長へ　　通知する。　なお，借受人は，貸付申込み時に「借入状況等申告書」（整理番号９１）においてこの取扱いに同意することとする。　①貸付申込み時の提出書類に虚偽の記載がある場合　②貸付事故（貸倒れ）が発生した場合　③貸付規定に違反した場合

koji
タイプライターテキスト
鹿児島市立共済小学校

koji
タイプライターテキスト
099-111-2222

koji
タイプライターテキスト
キョウサイ　タロウ

koji
タイプライターテキスト
教　諭

koji
タイプライターテキスト
共済　太郎

koji
タイプライターテキスト
２４，８７８

koji
タイプライターテキスト
１４９，１９９

koji
タイプライターテキスト
９，３１８

koji
タイプライターテキスト
２８，０７１

koji
タイプライターテキスト
３４，１９６

koji
タイプライターテキスト
１７７，２７０

koji
タイプライターテキスト
教職員互助組合

koji
タイプライターテキスト
住宅金融公庫

koji
タイプライターテキスト
株式会社ＪＢＣ（クレジットカード2回払い）

koji
タイプライターテキスト
△△　　　４　　１５

koji
タイプライターテキスト
△△　　　４　　２０

koji
タイプライターテキスト
△△　　　９　　１

koji
タイプライターテキスト
２，０００，０００　　　　　１９０，０００

koji
タイプライターテキスト
１５，０００，０００　　　　６１０，０００

koji
タイプライターテキスト
５０，０００　　　　　　　５０，０００

koji
タイプライターテキスト
１７，０５０，０００　　　　　８５０，０００

koji
タイプライターテキスト
４４０，９４６

koji
タイプライターテキスト
４１０，３５２　　　３５４，５４０　　　８５０，０００　　１，６１４，８９２　　　　　　　２，１１６，５４０




